
令和８年度「心理相談員（特別支援教育係）」募集要項 

 

１．職種 

  心理相談員（特別支援教育係）（会計年度任用職員） 

 

２．業務内容 

  児童生徒の支援にかかる業務 

・就学相談等にかかる発達検査の実施、分析及び関係者への説明 

・特別な支援を必要とする児童生徒のアセスメント等 

・その他教育長が必要と判断した児童生徒等へのカウンセリング・発達検査 

 等 

３．勤務場所 

  出雲市教育委員会（出雲市今市町７０番地） 

 

４．任用期間 

  令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

※令和８年度出雲市一般会計当初予算が成立してから正式任用となります。 

※勤務実績等を踏まえて再度任用される場合があります。 

 

５．採用予定人数 

  １名 

 

６．応募資格 

・公認心理師または臨床心理士資格 

  ・普通自動車運転免許（ＡＴ限定可） 

  ・パソコン（ワード・エクセル）の基本操作ができること 

  ・年齢・学歴は問いません。 

  ・地方公務員法第１６条（以下）に該当しない者 

   ①拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受

けることがなくなるまでの方 

②出雲市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過  

しない方 

   ③日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した 

政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又  

はこれに加入した方 

 

７．募集期間  

 令和７年１２月２５日（木）～令和８年１月９日（金） 

 



８．応募書類 

   ・顔写真付履歴書 

※写真の裏面に氏名を記入して貼り付けてください。 

   ・公認心理師登録証または臨床心理士資格登録証明書の写し 

   （なければ合格証書の写し可） 

   ・自動車運転免許証の写し 

 

９．受付場所（郵送先） 

  応募書類を下記まで持参または郵送してください。 

〒６９３－８５３０ 出雲市今市町７０番地  

出雲市教育委員会 児童生徒支援課 （出雲市役所４階） 

  ※応募書類を入れた封筒の表に「心理相談員（特別支援教育係） 受験申込」

と朱書してください。 

※持参の場合の受付時間は８時３０分～１７時１５分です。 

（土・日・祝日を除く） 

※郵送の場合は令和８年１月９日（金）必着です。 

 

１０．試験日時 

   １月１９日（月）予定 

 

１１．試験会場 

   出雲市教育委員会（出雲市役所本庁） 

 

１２．試験内容 

   面接試験（個別面接） 

 

１３．勤務条件 

（１）勤務日数、時間 

     ８時３０分から１７時１５分の間で１日７時間４５分以内、週３１時

間を基本とする。 

ただし、勤務計画により年１，５８１時間の範囲で変動する。 

     ※平均的な月の勤務は１７日が目安です。 

  （２）休日 

     土・日・祝日・年末年始 

   

（３）報酬 

     時給制 １，５５５円／時間～１，７０４円／時間 

     ※学歴・職歴に応じて決定します。 

 



  （４）通勤手当 

     ３，３００円～２４，５００円 

     ※２ｋｍ以上が対象で、距離区分に応じて支給 

     ※定期券利用者は１５０，０００円以内で勤務日数に応じて支給 

  （５）期末手当・勤勉手当   あり 

  （６）退職手当    なし 

  （７）休暇 

     年次有給休暇、夏季休暇、忌引休暇、結婚休暇、介護休暇、子の看護 

休暇、産前産後休暇、育児休業、私傷病休暇など 

（８）福利厚生 

     ①健康保険   あり 

     ②厚生年金保険 あり 

     ③雇用保険   あり 

     ④労災保険   あり 

     ⑤駐車場    あり（月額使用料２，８００円） 

 

１４．その他 

    〇令和８年度出雲市一般会計当初予算が成立してから正式採用（任用） 

となります。 

〇任用開始から１月間は条件付採用期間となります。 

○本業務へ従事するに当たっては、令和８年１２月２５ 日までに施行

予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴

力等の防止等のための措置に関する法律（令和 6年法律第 69 号。以

下「こども性暴力防止法」といいます。）に基づき、特定性犯罪の前科

の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。 

○特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）は、こ

ども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講

じる必要があるため、採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がな

いことを求めることとしています。 

○このため、予め、採用選考過程において、誓約書等により、特定性犯 

罪の前科の有無を確認いたします。 

 

１５．問い合わせ先 

   〒６９３－８５３０ 出雲市今市町７０番地 

   出雲市教育委員会 児童生徒支援課 総務係（担当：市場、石富） 

   電話０８５３－２１－６２０４ 

 

 

 


